
平成 17年法律第 123号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄) 

（市町村の地域生活支援事業）

第七十七条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次

に掲げる事業を行うものとする。

三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害

者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の

防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のた

めに必要な援助を行う事業（次号に掲げるものを除く。）

九 障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定め

る便宜を供与する事業

２ 都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情

を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一

部を行うことができる。

３ 市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な

料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生

活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営む

ために必要な事業を行うことができる。


